
対象
市内事業者のうち、感染防止対策の取組（裏面参照）
を５つ以上実施している事業所
※届出内容を実地検査で確認の上、
「新型コロナ対策宣言事業所」として登録します。

発 行 機 関

白河市内商工会議所・商工会連絡協議会

申込
チラシ裏面の届出書に必要事項を記入の上、
店舗所在地の商工会議所・商工会まで
ＦＡＸにより申込みください。

TEL ： 0248-23-3101 E-mail ： cci@shirakawa-cci.or.jp
（事務局 ： 白河商工会議所 中小企業相談所）

「新型コロナ対策宣言」は、新型コロナウイルスの感染防止策を実施
する事業者の活動を応援するために創設された制度です。登録された
事業所にはステッカー・ポスターを交付します。

あなたのお店・事務所の安全対策をお客様にアピールし、お客様に
安⼼とサービスを提供しましょう︕

登録特典①
新型コロナ対策宣言
ステッカーの交付

登録特典② 登録特典③
実施している
感染防止策を記載した
ポスターの提供
（福島県「ピクトグラム」利⽤）

白河商工会議所、
各商工会のホーム
ページ等で紹介

※ステッカーは再剥離シールを採用


